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令和６年度世界のウチナーネットワーク強化推進沖縄文化芸能指導者派遣事業委託業務  

企画提案仕様書 

  

１ 委託事業名 

令和６年度世界のウチナーネットワーク強化推進沖縄文化芸能指導者派遣事業 

   

２ 事業目的  

 「世界のウチナーンチュの日」に関連してイベント等を実施する海外県人会に対し、沖縄の

持つ多様で魅力的な文化芸能の指導者を派遣し、その活動を支援することで、沖縄が持つ魅力

を海外に発信するとともに、海外県人会と沖縄の繋がりを継承・発展・強化する。特に次世代

への継承の観点から、若い世代の活性化や県人会への参加促進を促すような取組を支援するこ

とを目的とする。 

 

３ 事業内容 

令和５年10月30日「世界のウチナーンチュの日」の前後に、海外県人会が主催する「世界

のウチナーンチュの日記念イベント」に合わせて、沖縄から文化芸能の指導者を派遣すること

を通して、母県沖縄との絆を強め、「世界のウチナーンチュの日」のイベント等について、海

外県人会が主体的かつ継続的に取り組んでいけるよう支援する。 

企画提案時における条件は以下のとおりとする。 

※海外県人会及び指導者等との今後の調整により、実施時点で派遣先や時期が変更となる場合がある 

ことに留意すること。 

 

 県人会名 指導時期 指導内容 希望する指導団体 

１ フェイビットビ

ル沖縄県人会

（アメリカ／ノー

スカロライナ州） 

2024年７月14日（日）

～20日（土） 

エイサー 特になし 

（繁盛節、久高万寿主、テンヨ

ー節、唐船ドーイ） 

２ ペンサコーラ 

沖縄県人会 

（アメリカ／フロ

リダ州） 

2024年９月11日（水）

～９月18日（日） 

エイサー 創作芸団レキオス  

具志堅州、具志堅快斗 

３ トロント球陽会

（カナダ／トロン

ト） 

2024年10月20日（日）

～11月10日（日）の

うち１週間程度 

琉球舞踊 

三線 

玉城流玉扇会 

親里尚子琉舞道場 

  ※可能な限り事前にオンライン指導も行うこと 

 

４ 事業予算額 
(1) 10,445千円（税込み）以内とする。 

※企画提案のために設定した金額であり、契約金額ではない 
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(2) 委託料は、業務完了後、実績報告に基づいて額の確定を行い、原則として精算払を行うが

必要に応じて概算払いに応じるものとする。 

   
５ 委託期間   
   契約締結の日～令和７年（2025年）２月28日 
 

６ 委託業務内容 

  (1) 派遣先海外県人会との連絡及び調整 

①派遣のスケジュール、指導形態（例 ワークショップ、定期的に行われる稽古への参加、

オンライン）、場所の確保等について一切の調整を行うこと。また、指導中の様子の記録

（写真及び動画等の撮影）について、県人会の協力を仰ぐこと。 

   ②海外県人会との連絡を綿密に行い、日本語及び英語でコミュニケーションを取れる担当者

を１名以上配置すること。 

   ③県人会が必要とする動画や音源、資料等を提供し、事前練習のサポートを行うこと。 

  (2) 派遣する専門家の選定 

①派遣先の県人会の要望を的確に把握し、継続的な活動につながるように配慮して、要望に沿

った指導者を選定すること。 

②各ジャンルにおいて指導内容を習熟し、かつ県内外における芸能公演等の開催に携わるな

どの実績を有する専門家を選定し、県との協議により決定すること。 

  (3) 旅行の手配 

派遣にかかる航空券等の調達、宿泊先の確保、保険契約の手続き等、派遣に係る旅行の一切の

手配を行うこと。 

  (4) 動画コンテンツの制作 

指導中の様子を記録した写真や映像等を加工し、県が別途運営するホームページ等に掲載する

ための動画コンテンツを制作すること。 

 (5) 事業報告書及び事業報告書概要版の作成 

写真を中心とした事業報告書を作成すること。また、派遣先海外県人会へ事業成果を測るた
めのアンケートを実施し、結果を事業報告書に掲載すること。 

 (6) その他、事業目的に沿った独自の提案 

 
７ 連絡調整 

(1) 事業実施中 

①業務の進捗状況報告、業務内容に関する打合せについて、必要に応じて実施すること。また、

その日程調整及び連絡通知を行うこと。 

②連絡会議に必要な資料を用意し、議事録を作成すること。 

③連絡会議に必要な費用負担を行うこと。 

 (2) 事業実施後 

    事業運営を通じての課題を抽出し、改善点を報告すること。 

 
８ 積算見積について 
(1) 各経費については、単価、数量、内訳等の見積条件を明記し、この事業を実施するに 
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あたっての一切の費用を積算すること。 
 (2) 各経費は税抜き価格とし、各経費の総額に消費税率を掛けて総事業費を記載すること。※１

円未満の端数については切り捨てるものとする。 
(3) 積算の費目については、以下の内容で提出すること。 
  ①直接人件費（事務局職員の人件費） 

ア 総括担当者：複数の高度な業務に精通し、統括を行う。 
また先例の少ない特殊な業務を担当する。 

イ 専門員Ａ：一般的な業務を複数担当し、高度な業務も担当できる。 
    ウ 専門員Ｂ：上司の指導のもとに、一般的な業務を担当し、基礎的資料を作成する。 
   ②直接経費 

ア 補助員人件費 
イ 旅費 
ウ 会場費 
エ 謝金 
オ 賃借料 
カ 消耗品費 
キ 印刷製本費 
ク 通信運搬費 
ケ その他必要経費（※内訳等を明かにすること） 

  ③再委託費 
   県との取り決めにおいて、受注者が当該事業の一部を他社に行わせるために必要な経費。 
  ④一般管理費 

次の計算式により算出すること。 
（① 直接人件費＋②直接経費－③再委託費）× 10／100 以内 

  ⑤消費税 
 

９ 再委託等の制限 

(1) 一括再委託の禁止 

委託業務の契約金額の１／２を越える業務、委託業務に係る統轄的かつ根幹的な業務を一

括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。 

(2) 再委託の承認 

契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による県

の承認を得なければならない。ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に

委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。 

〈その他、簡易な業務〉 

資料の収集、整理、複写、印刷、製本 

原稿・データの入力及び集計 

イベントやWUBサイト運営に係る通訳、翻訳業務 

イベント実施に係る荷物の輸送、移動・宿泊手配 

その他、県が簡易と決定した業務 

(3) 再委託の相手方の制限 

暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に本委託業務を委任し、又は請け負わせるこ

とはできない。 

 

10 著作権 

(1) 成果物の著作権及び使用権は、沖縄県に帰属する。ただし、本委託業務の実施にあたり、第
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三者の著作権等その他の権利に抵触するものについては、受託者の責任をもって処理するこ

と。 

(2) 本業務で納品する成果物に係る著作権法（昭和45年法律第48号）第21条（複製権）、第

26条の２（譲渡権）、第26条の３（貸与権）、第27条（翻訳権、翻案権）及び第28条（二

次的著作物の利用に関する原著作者の権利）に規定する権利は、成果品の引渡しと同時に、

委託者に帰属するものとする。 

(3) 業務を遂行するにあたり、第三者が権利を有する画像等の利用が必要となるときは、その取

扱いについて協議し、受託者又は本県と該当第三者との間でライセンス契約の締結等、必要

な処置を講じるものとする。             

 

11 提案にあたっての留意事項 

(1) 本仕様書に記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の委託契約の仕

様書とは異なる場合がある。 

(2) 委託事業者は、提案された内容等を総合的に評価し決定する。そのため、事業を実施するに

あたっては、沖縄県と協議して進めていくものとし、提案された内容をすべて実施することを

保証するものではない。 

(3) 本仕様書記載の委託業務の内容については、実施段階において、予算、その他諸事情により

変更することがある。 

 

12 守秘義務及び個人情報の取り扱い 

受託者は、本業務を実施することにより得た成果、あるいは提供を受けた資料等については

善良なる管理のもとに利用・保管し、秘密の保持については万全の措置を講じること。 

また、業務遂行上知り得た事項についても慎重に配慮するよう留意するとともに、特に個人

が特定され得るものに係る情報（個人情報）の取り扱いについては、関係法令を踏まえ、その

保護に十分配慮すること。 

 

13 成果物 
(1) 事業報告書（現物10部、電子データ１部） 

(2) ６(4)における動画コンテンツの電子データ 

※作成の際は、インターネット上で公開しても差し支えないよう予め個人情報や著作権等そ
の他権利関係の許可を得ておくこと（沖縄県のウェブサイトに掲載予定）。 

 

14 その他 

(1) 本事業を進めるにあたっては、必ず県と協議し行うこと。 

(2) 受託者は県からの要請に応じ、会議等に出席しなければならない。 

(3) 本仕様書に記載されていない事項が発生した場合、あるいは本仕様書の記載事項に疑義が

生じた場合は、沖縄県文化観光スポーツ部交流推進課と協議すること。 

(4) その他、上記仕様書に示されていない事項については、県と受託者との協議の上取り決め

るものとする。 


